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確定申告（税金を納める申告）
の受付開始（役場・税務署）

確定申告（還付申告、税金を納める申告）
の受付終了

確定申告（還付申告）の受付開始（役場）1月
18日㈪

2月
16日㈫

3月15日㈪

１月４日から受け付け

※税務署での申告・相談は、原則として事前予約制です。

　☎ 22-2191（自動音声）

　
確
定
申
告
は
、
１
年
間
に
得
た
所
得
と
そ

れ
に
対
す
る
税
金
（
所
得
税
）
を
計
算
し
、

申
告
書
に
記
載
し
て
税
務
署
に
提
出
、
納
税

す
る
手
続
き
の
こ
と
で
す
。

　
申
告
書
は
、
翌
年
２
月
16
日
か
ら
３
月
15

日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

給
与
や
利
子
、
配
当
な
ど
の
所
得
に
つ
い
て

源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
額
や
予
定
納
税
し
た
税

額
な
ど
の
総
額
と
比
べ
た
上
で
、
納
め
過
ぎ

も
し
く
は
不
足
分
な
ど
を
精
算
し
ま
す
。

　
確
定
申
告
に
は
、
大
き
く
分
け
て
次
の
２

種
類
が
あ
り
ま
す
。

申
告
期
間

２
月
16
日
㈫
～
３
月
15
日
㈪

※
還
付
申
告
は
期
間
が
異
な
り
ま
す
。

・
住　
民　
課

　

�

１
月
18
日
㈪
～
３
月
15
日
㈪

・
滝
川
税
務
署

　

�

１
月
4
日
㈪
～
３
月
15
日
㈪

申
告
先

・
住
民
課
町
税
Ｇ　
　
　
☎
76
・
２
１
３
０

・
滝
川
税
務
署　
　
　
　
☎
22
・
２
１
９
１

確
定
申
告
が
必
要
な
方

〇
給
与
所
得
者
（
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
パ
ー
ト

な
ど
）

・
年
収
が
２
０
０
０
万
円
を
超
え
て
い
る
方

・
給
与
以
外
の
副
収
入
が
、
合
計
で
20
万
円

を
超
え
て
い
る
方

・
医
療
費
控
除
や
寄
附
金
控
除
、
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
の
申
告
を
受
け
る
方

※
給
与
所
得
者
で
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

を
受
け
る
方
は
、
１
回
目
の
み
確
定
申
告
が

必
要
で
す
。

〇
年
金
生
活
者

・
公
的
年
金
な
ど
の
所
得
か
ら
所
得
控
除
を

差
し
引
く
と
、
残
額
が
あ
る
方

※
公
的
年
金
等
の
収
入
が
400
万
円
以
下
の
方

で
、
公
的
年
金
な
ど
以
外
の
所
得
が
20
万
円

以
下
の
方
は
申
告
が
不
要
で
す
。

〇
事
業
所
得
者
（
農
業
者
、
商
工
業
者
、
自

営
業
者
、
不
動
産
業
者
）

※
事
業
収
入
が
あ
る
方
は
、
必
ず
申
告
を
し

て
く
だ
さ
い
。

申
告
に
必
要
な
も
の

　
給
与
所
得
者
や
年
金
生
活
者
が
申
告
を
行

う
際
に
必
要
な
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

〇
収
入
が
分
か
る
も
の

・
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

・
公
的
年
金
の
源
泉
徴
収
票　
な
ど

〇
控
除
が
分
か
る
も
の

・
生
命
保
険
料
控
除
証
明
書

・
地
震
保
険
料
控
除
証
明
書

・
社
会
保
険
料
控
除
証
明
書

・
医
療
費
の
通
知
書　
な
ど

〇
印
鑑

〇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
書
類

〇
口
座
番
号
（
還
付
申
告
を
行
う
際
に
必
要

で
す
）申

告
書
提
出
時
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
提
示

〇
窓
口
で
の
申
告

　
申
告
書
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

の
記
入
が
必
要
で
す
。
窓
口
で
申
告
す
る
際
、

本
人
確
認
と
し
て
次
の
も
の
を
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。

本
人
確
認
書
類（
い
ず
れ
か
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
と
、
身
元
確

認
で
き
る
書
類
（
運
転
免
許
証
、
身
体
障

害
者
手
帳
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）

※
原
本
提
示
ま
た
は
写
し
を
提
出

〇
ｅ

－

Ｔ
Ａ
Ｘ
で
の
申
告

　
ｅ

－

Ｔ
Ａ
Ｘ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申

告
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
新
た
に
取
得
し

た
場
合
は
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
電
子

証
明
書
の
再
登
録
が
必
要
で
す
。

申
告
を
し
な
い
と･･･

　
も
と
も
と
納
付
す
べ
き
だ
っ
た
税
金
に
、

無
申
告
加
算
税
（
税
額
の
最
大
20
％
）
を
上

乗
せ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

住
宅
借
入
金
等

特
別
税
額
控
除
の
適
用

　
住
宅
ロ
ー
ン
を
組
ん
で
マ
イ
ホ
ー
ム
を
新

築
・
購
入
し
た
人
は
「
住
宅
借
入
金
等
特
別

税
額
控
除
」
（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
控
除
を
受
け
る
１
年
目
は
確
定
申
告

を
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
（
２
年
目
以
降

は
年
末
調
整
時
に
算
入
さ
れ
ま
す
）
。

必
要
書
類

・
確
定
申
告
書

・
（
特
定
増
改
築
等
）
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
額
の
計
算
明
細
書

・
売
買
契
約
書
や
工
事
請
負
契
約
書
な
ど
の

写
し

・
登
記
事
項
証
明
書
（
法
務
局
で
発
行
）

・
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年
末
残

高
等
証
明
書 

※
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
が
所
得
税
か
ら
控
除
し

き
れ
な
い
場
合
、
翌
年
度
の
住
民
税
か
ら
も

控
除
さ
れ
ま
す
。

住
民
税
（
町
道
民
税
）
申
告

　
所
得
税
と
同
じ
所
得
に
か
か
り
、
地
方
公

共
団
体
に
納
め
る
税
金
が
住
民
税
で
す
。

　
住
民
税
申
告
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
の
所

得
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
れ
ば
、
住
民

税
の
申
告
書
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ

ま
す
。

　
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必
要
の
な
い

方
で
も
、
次
の
方
は
住
民
税
申
告
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

・
給
与
所
得
者
や
公
的
年
金
所
得
者
で
あ
っ

て
も
、
副
収
入
が
少
し
で
も
あ
る
方

・
公
的
年
金
の
収
入
が
400
万
円
以
下
の
方
で
、

公
的
年
金
以
外
の
所
得
が
20
万
円
以
下
の

方
で
あ
っ
て
も
、
各
種
控
除
を
受
け
て
い

な
い
方

・
所
得
税
を
納
め
て
い
な
い
、
ま
た
は
納
め

る
必
要
が
な
い
20
歳
以
上
の
全
て
の
方

※
住
民
税
申
告
は
、
各
種
公
共
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
る
た
め
に
必
要
で
す
の
で
、
申
告
を
す

る
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

住
民
税
申
告
期
間
・
場
所

申
告
期
間

２
月
16
日
㈫
～
３
月
15
日
㈪

問
合
せ・申
告
先

住
民
課
町
税
Ｇ

�

☎
76
・
２
１
３
０

確 
定 

申 

告確定申告

税
金
を
納
め
る
申
告

税
金
が
戻
る
申
告

（
還
付
申
告
）

※
来
庁
の
際
は
、
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
方
は
、
来
庁
を
お
控
え
く
だ
さ
い
。

特
　
集

情
　
報

健
康
／
農
高

図
書
館

カ
レ
ン
ダ
ー
／
文
芸

で
き
ご
と


